
国土交通省
中部地方整備局 建設産業課

令和５年９月

適正な工期の確保及び
適正な請負代金の設定について



【 構 成 】

１．建設業の現状
各種統計資料から ／ 時間外労働規制 ／ 斉藤国交大臣と建設業団体の意見交換会 ／

公共工事設計労務単価

２．適正な工期の確保
新担い手３法 ／ 工期に関する基準 ／ 著しく短い工期の禁止

３．適正な請負代金の設定
適正な手順による下請契約締結 ／ 労務費・法定福利費の確保 ／ 適切な価格転嫁 ／

独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査 ／ 下請代金の支払

４．建設業法令遵守
中部地方整備局建設業法令遵守推進本部の活動方針 ／ 建設業法令遵守ガイドライン

５．その他
建設キャリアアップシステム ／ 一人親方対策 ／ インボイス制度 ／

建設工事から発生する土の搬出先の明確化等 ／ 建設工事を適切に施工すべき責任 ／

各種相談窓口
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１．建設業の現状
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建設業就業者の現状

○建設業就業者： 685万人（H9） → 504万人（H22） → 479万人（R4）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 37万人（R4）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  302万人（R4）

○ 建設業就業者は、55歳以上が35.9％、29歳以下が11.7%と高

齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち令和３年と比較して

55歳以上が1万人増加（29歳以下は2万人減少）。

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）を基に国土交通省で算出

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）
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（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）
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○60歳以上の技能者は全体の約４分の１(25.7%)を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。

○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12％程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。

担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めることが必要

出所：総務省「労働力調査」（令和３年平均）をもとに国土交通省で作成
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出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
年度報より国土交通省作成

建設業について、年
間 の 出 勤 日 数 は 全
産業と比べて12日多
い。また、年間の総実
労働時間は全産業と
比べて68時間長い。

出典：国土交通省「適正な工期設定による
働き方改革の推進に関する調査」
（令和５年５月31日公表）
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建設業における時間外労働規制の見直し（働き方改革関連法） （参考）

見直しの内容「労働基準法」（平成30年６月成立）
罰則：使用者に６か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

原則 （１） １日８時間・１週間 40時間

（２） 36協定を結んだ場合、協定で定めた時間まで時間外労働可能

（３） 災害その他、避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、労働時間の延長
が可能（労基法３３条）

３６協定
の限度

・原則、①月45時間 かつ ②年360時間（月平均30時間）

・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定
③ 年 720時間（月平均６０時間）
〇 年 720時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも上回ることの

出来ない上限を設定
④a. ２～６ヶ月の平均でいずれも 80時間以内（休日労働を含む）
④b. 単月 100時間未満（休日出勤を含む）
④c. 原則（月 45時間）を上回る月は年６回を上限

※災害の復旧・復興の事業には、④a、bは適用されません。

○労働基準法の改正により、時間外労働規制を見直し
○違反した場合、使用者に６か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金
○大手企業は平成３１年４月から、中小企業は令和２年４月から適用

⇒建設業は令和６年４月から適用
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日 時 ： 令和５年３月２９日 １７：１５ ～ １８：１５
出席団体 ： 日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会
テ ー マ ： 建設業の賃金引上げに向けた取組、働き方改革等の推進 等

斉藤国土交通大臣と建設業団体の意見交換会（Ｒ５.３.２９）

開催概要

⚫ 様々な課題があるものの、本年は

技能労働者の賃金が概ね５％上昇すること

を目指して、全ての関係者が可能な取組を

進める こと

⚫ 建設業の働き方改革に向けて、

全ての関係者が週休２日（４週８閉所等）

の確保などにより工期の適正化に取り組む

こと 〈意見交換会の様子〉

本意見交換会において、以下のことについて申し合わせを行った。
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(１) 最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定

(２) 必要な法定福利費相当額や義務化分の有給休暇取得に要する費用のほか、時間外労働時間

を短縮するために必要な費用を反映

(３) 元請企業から技能者に対して直接支給している手当を反映（下請企業を経由する手当は従前より反映）

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価について（１／２）

注）金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出

単価設定のポイント

職種 全国平均値 令和４年度比 職種 全国平均値 令和４年度比

特殊作業員 24,074円 ＋４．０％ 運転手（一般） 21,859円 ＋５．８％

普通作業員 20,662円 ＋５．７％ 型枠工 27,162円 ＋３．８％

軽作業員 15,874円 ＋６．３％ 大工 26,657円 ＋４．９％

とび工 26,764円 ＋４．８％ 左官 25,958円 ＋４．０％

鉄筋工 26,730円 ＋３．６％ 交通誘導警備員Ａ 15,967円 ＋７．１％

運転手（特殊） 25,249円 ＋５．７％ 交通誘導警備員Ｂ 13,814円 ＋６．３％

全 国

全 職 種 （22,227円）令和４年３月比；＋５．２％（平成24年度比；＋６５．５％）

主要12職種※（20,822円）令和４年３月比；＋５．０％（平成24年度比；＋６５．５％）
※「主要12職種」とは通常、公共工事において広く一般的に従事されている職種

（主要１２職種）
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注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和２年以降は令和２年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価について（２／２）

○全国全職種の伸び率は９年ぶりに５％以上となり、単価の平均値は１１年連続の上昇

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 H24比

全職種 +15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% → +3.4% → +2.8% → +3.3% → +2.5% → +1.2% → +2.5% → +5.2% +65.5%

主要12職種 +15.3% → +6.9% → +3.1% → +6.7% → +2.6% → +2.8% → +3.7% → +2.3% → +1.0% → +3.0% → +5.0% +65.5%

参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移

注3）伸び率は単純平均値より算出した。

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

１１年連続の上昇

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映を実施
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建設産業の喫緊の課題

担い手の確保

週休２日などの働き方改革賃金水準の引上げ

適正な請負代金の設定 適正な工期の確保 適切な価格転嫁

• 建設業は、社会資本整備の担い手であるとともに、災害時には地域の
復旧事業等を担うなど、国民生活や社会経済を支える重要な存在。

• 建設業が将来にわたってこのような役割を担っていくためには、担い手
の確保が重要であり、建設業における「賃金水準の引上げ」や「週休２
日などの働き方改革の推進」に取組ことが必要。

• また、昨今の物価高騰への対応として、原材料費等の価格上昇を反映
した請負代金等の設定が図られるよう、適正な価格転嫁のための環境
整備を促進。
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２．適正な工期の確保
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※担い手３法の改正（公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）

平成２６年に、公共工事品確法と建設業法･入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、

ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定

建設業法・入契法の改正 ～建設工事や建設業に関する具体的なルール～ ＜政府提出法案＞

品確法の改正 ～公共工事の発注者･受注者の基本的な責務～ ＜議員立法※＞

○発注者の責務
・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）

・施工時期の平準化 （債務負担行為や繰越明許費の活用等）

・適切な設計変更

（工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代金･工期での下請契約締結

働き方改革の推進

○発注者の責務

・緊急性に応じた随意契約･指名競争

入札等の適切な選択

・災害協定の締結、発注者間の連携

・労災補償に必要な費用の予定価格

への反映や、見積り徴収の活用

○発注者･受注者の責務

・情報通信技術の活用等による

生産性向上

生産性向上への取組 災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保

・「公共工事に関する測量、

地質調査その他の調査

及び設計」を、基本理念

及び発注者･受注者の責務

の各規定の対象に追加

○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告

・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止

（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）

・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化

のための措置を講ずることを努力義務化 ＜入契法＞

○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化

・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

○技術者に関する規制の合理化

・監理技術者：

補佐する者(技士補)を配置する

場合、兼任を容認

・主任技術者(下請)：

一定の要件を満たす場合は

配置不要

○災害時における建設業者団体の
責務の追加

・建設業者と地方公共団体等との

連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を

合理化

・建設業の許可に係る承継に関する

規定を整備

※平成17年の制定時及び

平成26年の改正時も議員立法

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い手３法施行(H26)後５年間の成果

〇相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待

〇働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正

〇i-Constructionの推進等による生産性の向上

〇予定価格の適正な設定、歩切りの根絶

〇価格のダンピング対策の強化

〇建設業の就業者数の減少に歯止め

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い手３法改正を実施

新・担い手３法について （品確法と建設業法・入契法の一体的改正）
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工期の適正化 （建設業法第19条、第19条の5・6、第20条、第20条の2、第21条、第34条）

中央建設業審議会が「工期に関する基準」を作成し、その実施を勧告

（中央建設業審議会の設置等）

第三十四条（略）

２ 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準、予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準

並びに建設工事の工期に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

◆通常必要と認められる期間に比して、
著しく短い工期による請負契約の締結を禁止

◆工期に影響を及ぼす事象で認識しているものについては、
契約締結までに通知

（著しく短い工期の禁止）

第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に

比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

（工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供）
第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負
代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認め
るときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握
のため必要な情報を提供しなければならない。

【建設業法施行規則】
（工期等に影響を及ぼす事象）
第十三条の十一 法第二十条の二の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
一 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
二 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

◆工程の細目を明らかにし、
工程ごとの作業及びその準備に
必要な日数を見積り

（建設工事の見積り等）

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結する

に際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、

労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作

業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工

事の見積りを行うよう努めなければならない。

２・３ （略）

◆工事を施工しない日や時間帯の定めをするときには契約書面に明記

（建設工事の請負契約の内容）

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付
しなければならない。
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

注文者 建設業者
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工期に関する基準（令和２年７月 中央建設業審議会作成・勧告） 概要

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項
（１）自然要因

降雨日・降雪日、河川の出水期における作業制限 等

（２）休日・法定外労働時間
改正労働基準法に基づく法定外労働時間

建設業の担い手一人ひとりが週休２日（４週８休）を確保

（３）イベント
年末年始、夏季休暇、GW、農業用水塔の落水期間 等

（４）制約条件
鉄道近接・航空制限などの立地に係る制約 等

（５）契約方式
設計段階における受注者（建設業者）の工期設定への関与、分離発注 等

（６）関係者との調整
工事の前に実施する計画の説明会 等

（７）行政への申請
新技術や特許公報を指定する場合、その許可がおりるまでに要する時間 等

（８）労働・安全衛生
労働安全衛生法等の関係法令の遵守、安全確保のための十分な工期の設定 等

（９）工期変更
当初契約時の工期の施工が困難な場合、工期の延長等を含め、適切に契約条件の

変更等を受発注者間で協議・合意

（１０）その他
施工時期や施工時間、施工法等の制限 等

第１章 総論

（１）背景
（２）建設工事の特徴
（ⅰ）多様な関係者の関与 （ⅱ）一品受注生産 （ⅲ）工期とコストの密接な関係

（３）建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
（ⅰ）公共工事・民間工事に共通する基本的な考え方 （ⅱ）公共工事における考え方 （ⅲ）下請契約

（４）本基準の趣旨
（５）適用範囲
（６）工期設定における受発注者の責務

第３章 工程別に考慮すべき事項
（１）準備
（ⅰ）資機材調達・人材確保
（ⅱ）資機材の管理や周辺設備
（ⅲ）その他

（２）施工
（ⅰ）基礎工事 （ⅱ）土工事 （ⅲ）躯体工事
（ⅳ）シールド工事 （ⅴ）設備工事
（ⅵ）機器製作期間・搬入時期 （ⅶ）仕上工事
（ⅷ）前面及び周辺道路状況の影響 （ⅸ）その他

（３）後片付け
（ⅰ）完了検査 （ⅱ）引き渡し前の後片付け、清掃等の後片付け期間
（ⅲ）原型復旧条件

第５章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について

働き方改革に向けた意識改革や事務作業の効率化、工事開始前の事前調
整、施工上の工夫、ICTツールの活用等について、他の工事現場の参考
となるものを優良事例として整理 ※詳細は別紙に整理

第６章 その他
（１）著しく短い工期と疑われる場合の対応

駆け込みホットラインの活用

（２）新型コロナウイルス感染症焼対策を踏まえた工期等の設定
受発注者間及び元下間において、協議を行い、必要に応じて適切に契約変更

（３）基準の見直し
本基準の運用状況等を踏まえて、見直し等の措置を講ずる

第４章 分野別に考慮すべき事項

（１）住宅・不動産分野
（２）鉄道分野

（３）電力分野
（４）ガス分野

⚫本基準は、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体であ
り、建設工事において適正な工期を確保するための基準である。
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工期に関する基準 詳細（1/4）

（１）背景

（２）建設工事の特徴
（ⅰ）多様な関係者の関与
• 建設工事の工期については、元下間などの各々の下請契約においても適正な
工期が確保されるように全工程を通して適切に設定することが求められる

（ⅱ）一品受注生産
• 供与目的に応じて、発注者から、一品ごとに受注して生産され、受注した工事ご
とに、工程が異なるほか、目的物が同一であっても、天候や施工条件等によって
施工方法は影響を受けるため、 追加工事や設計変更、工程遅延が発生する場
合がある

（ⅲ）工期とコストの密接な関係
• 建設工事において、品質・工期・コストの３つの要素はそれぞれ密接に関係して
おり、ある要素を決定するに当たっては、他の要素との関係性を考慮しなければ
ならない

（４）本基準の趣旨
• 適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人含

む）が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期
を確保するための基準

（５）適用範囲
• 本基準の対象は、公共工事・民間工事を問わず、発注者及び受注者

（下請負人を含む）を含む、あらゆる建設工事が対象
• 本基準における工期とは、建設工事の着工から竣工までの期間

（３）建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
（ⅰ）公共工事・民間工事に共通する基本的な考え方
• 建設工事の請負契約については、建設業法第18条、第19条等において、受発
注者間及び元下間が対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結
し、信義に従って誠実に履行しなければならない

（ⅱ）公共工事
• 建設業法に加え、公共工事品質確保法や入札契約適正化法において 公共工
事独自のルールが定められている

• 元請負人は、工事を円滑に完成するため、関連工事との調整を図り、必要があ
る場合は、下請負人に対して指示を行うが、工期の変更契約等が生じる場合
は、元下間で協議・合意の上、工期や請負代金の額を変更する

（ⅲ）下請契約
• 前工程で工程遅延が発生した場合は、後工程がしわ寄せを受けることのないよ
うに、元下間で協議・合意の上、工期や請負代金の額を変更する

（６）工期設定における受発注者の責務
• 公共工事、民間工事を問わず、建設工事の請負契約を締結するに当
たっては、適正な工期を設定できるよう、契約の当事者が対等な立場で、
それぞれの責務を果たす必要性がある

• 工期設定における発注者 / 受注者が果たすべき責務について規定

⚫第１章では、本基準を作成した背景や、建設工事の特徴、請負契約及び工期に関する考え方（公共、民間（下請契約
含む））、本基準の趣旨及び適用範囲、工期設定に受発注者の責務について記載。

第１章 総論
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工期に関する基準 詳細（2/4）

（１）自然要因
• 降雨日・降雪日（雨休率の設定 等）
• 寒冷・多雪地域における冬期休止期間 等

（２）休日・法定外労働時間
• 改正労働基準法の令和６年からの適用
• 週休２日（４週８休）をすべての建設現場に定着させていくためには、建
設業界が一丸となった意識改革が必要。価値観の転換のためには、４週８
閉所の取組は有効な手段の一つであると考えられる。また、維持工事など、
工事の特性・状況によっては、交代勤務制による建設業の担い手一人ひとり
の週休２日（４週８休）の確保が有効な手段の一つであると考えられる。

• ただし、必ずしも４週８閉所等が適当とは限らない工事が存在することに留
意。

• 週休2日に当たっては、日給制技能労働者等の処遇水準の確保に十分留
意し、労務費等その他の必要経費に掛かる見直し等の効果が確実に行き渡
るよう、適切な賃金水準の確保等を図る。

• 分離発注の場合は、発注者が、分離発注した個々の工事の調整を行
い、適正な工期を設定すると共に、前工程の遅れによる後工程へのし
わ寄せの防止に関する取組等を行う必要がある。

（６）関係者との調整
• 電力・ガス事業者などの占用企業者等との協議調整に要する時間 等

（７）行政への申請
• 交通管理者（警察）との道路工事等協議、道路使用許可申請等に

要する時間 等

（３）イベント
• 年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィーク、地元の催事等に合わせた特別
休暇・不稼働日 等 （９）工期変更

• 当初契約時の工期で施工ができない場合、工期の延長等を含め、適切
に契約条件の変更等を受発注者間で協議して合意したうえで施工を進
める。

• 工期変更等に伴う工期延長や、工程遅延等が生じたにも関わらず工期
延長ができず、後工程の作業が短期間での実施を余儀なくされる等の
場合は、受発注者間で協議の上、必要な請負代金の額の変更等、適
切な変更契約を締結。

（※）受発注者間で契約条件の変更等をした場合には、その結果を適切に元下間の契約に反映

（４）制約条件
• 鉄道近接、航空制限などの立地に係る制限
• 周辺への振動、騒音、粉塵、臭気、工事車両の通行量等に配慮した作業
や搬出入時間の制限

（５）契約方式
• 契約方式によっては、受注者（候補者含む）が施工段階より前に工期
設定に関与する場合があり、受注者の知見を設計図書等に反映し、受発
注者双方の協議・合意の上で、施工段階の適正な工期を確保していくこ
とが重要

（８）労働・安全衛生
• 労働安全衛生法等関係法令を遵守し、労働者の安全を確保するため
の十分な工期を設定することで、施工の安全性を確保するとともに、社会
保険の法定福利費や安全衛生経費を確保することが必要であり、契約
締結に当たっては、安全及び健康の確保に必要な期間やこれらの経費
が適切に確保されることが必要 等

（１０）その他

⚫第２章では、自然要因や休日・法定外労働時間、契約方式、関係者との調整、行政への申請、工期変更等、工期全般
にわたって考慮すべき事項について記載。

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項
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第３章 工程別に考慮すべき事項

工期に関する基準 詳細（3/4）

（１）準備
（ⅰ）資機材調達・人材確保
• 資機材の流通状況や職種・地域により特定の人材が不足する場合があるため、
必要に応じ、それぞれの調達に要する時間

（ⅱ）資機材の監理や周辺設備
• 工事用資機材の保管及び仮置き場の設置や駐車場の確保、宿泊施設の手
配等に要する時間 等

（ⅲ）その他

（２）施工
（ⅰ）基礎工事
• 杭、山留等に関する考慮事項

（ⅱ）土工事
• 地山掘削、盛土工事に関する考慮事項

（ⅲ）躯体工事
• 構法、鉄骨等に関する考慮事項

（ⅳ）シールド工事
• シールドマシンの制作時間、先行作業 等

（ⅴ）設備工事
• 荷揚げ設備による制約（クレーン、エレベーター、リフト、構台）やサッシ・建具の
取り付けの遅れ等に関する考慮事項

（ⅵ）機器製作期間・搬入時期
（ⅶ）仕上工事
• 地山掘削、盛土工事に関する考慮事項
• 塗装工事・タイル工事等に関する考慮

（ⅷ）前面及び周辺道路条件の影響
（ⅸ）その他
• アスベスト対応（届出、前処理、除去作業、事後処理）に要する時間

（３）後片付け
（ⅰ）完了検査
• 自主・消防・官公庁等の完了検査に要する時間

（ⅱ）引き渡し前の後片付け、清掃等の後片付け期間
（ⅲ）原形復旧条件

⚫第３章では、準備段階・施工段階・後片付け段階の各工程において考慮すべき事項について記載。
⚫第４章では、民間発注工事の大きな割合を占める住宅・不動産、鉄道、電力、ガスの４分野については、分野別の考

慮事項を記載。

第４章 分野別に考慮すべき事項

（1）住宅・不動産分野
（ⅰ）新築工事
（ⅱ）改修工事
（ⅲ）再開発事業

（２）鉄道分野
（ⅰ）新線建設や連続立体交差事業等の工事
（ⅱ）線路や駅等の改良工事
（ⅲ）線路や構造物の保守工事

（３）電力分野
（ⅰ）発電設備
（ⅱ）送電設備

（４）ガス分野
（ⅰ）新設工事
（ⅱ）改修工事 17



工期に関する基準 詳細（4/4）

• 建設業の働き方改革や生産性向上を進めるに当たっては、自社の取組のみならず、他社の優良事例を参考にして、様々な創意工夫を行っていくことも必要
である。そのため、別紙として『週休２日達成に向けた取組の好事例集』から取り組みを抽出し、別紙を作成
『週休２日達成に向けた取組の好事例集』 ：https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000178.html

（１）著しく短い工期と疑われる場合の対応
法令違反行為の疑義情報を受け付ける駆け込みホットラインが設置され
ており、締結された請負契約が、本基準等を踏まえて著しく短い工期に該当
すると考えられる場合は、発注者、受注者、元請負人、下請負人問わず、
適宜相談が可能
著しく短い工期による請負契約を締結したと判断された場合には、許可
行政庁は、建設業法第19条の６に基づき発注者に対する勧告を行うこと
ができるほか、勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を
公表することが可能

（２）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた工期等の設定
施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に
ついては、手洗いなどの感染予防の徹底に加え、建設現場における「三つの
密」の回避やその影響を緩和するための対策の徹底を図ることが必要
国土交通省では、「三つの密」回避やその影響を緩和するための対策の徹
底のため、ガイドラインを作成・周知

こうした施工中の工事における新型コロナ感染症の拡大防止措置等の取
組を実践するに当たっては、入室制限に伴う作業効率の低下や、作業員の
減少に伴う工期の延長、作業場や事務所の拡張・移転、消毒液の購入、
パーテーションの設置等に伴う経費増等が見込まれることから、あらかじめ請
負代金の額に必要な経費を盛り込むほか、受発注者間及び元下間におい
て協議を行った上で、必要に応じて適切な変更契約を締結することが必要

特に、「三つの密」回避に向けた取組の中で、前工程で工程遅延が発生
し、適正な工期を確保できなくなった場合は、元下間で協議・合意の上、
必要に応じて工期の延長を実施
サプライチェーンの分断等による資機材の納入遅れ、感染者又は感染疑い
者の発生等による現場の閉鎖、現場必要人員の不足等により工期の遅れ
が生じた場合や、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態
宣言下において、特定警戒都道府県より労務調達を要する場合は、当該
労務者の健康状態にかかる経過観察期間を要するため、受発注者間及び
元下間において協議を行った上で、必要に応じて適切な工期延長等の対
応をすることが必要

（３）基準の見直し
今後、本基準の運用状況を注視するとともに、本基準の運用状況等を
踏まえて必要がある場合は、適宜、見直し等の措置を講ずる。また、今後の
長時間労働の是正に向けた取組や、i-Constructionなどの生産性向上に
向けた技術開発、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた安全衛生の
取組などの状況については、本基準の見直しの際に適宜検討し、必要に応
じて本基準に盛り込んでいくことが必要

第５章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について

⚫第５章では、働き方改革・生産性向上に向け、他社の優良事例を参考にすることが有効である旨を記載。
⚫第６章では、本基準を運用するうえで考慮すべき事項などを記載。

第6章 その他
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上限規制

労
働
基
準
法
違
反

➢ 改正建設業法第１９条の５の規定の主旨（建設業就業者の長時間労働の是正）を踏まえた

適切な運用を確保するためには、「著しく短い工期」の判断に際しては、単に定量的な

期間の短さに着目するのではなく、「工期短縮が長時間労働などの不適正な状態を生じ

させているか」に着目することが必要。

➢ このため、「通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間」とは、単に定量的に

短い期間を指すのではなく、 「建設工事の工期に関する基準」（令和２年７月２０日、

中央建設業審議会 勧告） 等に照らして不適正に短く設定された期間をいう。

通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間

➢ 建設工事の工期は、施工環境・施工技術・労働者数等の様々な要素の影響を受けるが、

時間外労働時間との関係において、その他の要素を一定とすると、右の図のように短い

工期と長時間労働には相関関係がある。

➢ 特に、令和６年４月からは、建設業についても、時間外労働時間の上限規制の適用を受

けるため、当該上限規制以上の時間外労働は、労働基準法違反となる。

短い工期と長時間労働の関係

【工期と長時間労働の関係】

時間外労働時間

工
期

長

長

短

短 時間外労働時間

工
期

【工期と長時間労働の関係】
（令和６年４月～）

長

長

• 建設業法第１９条の５では、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比し

て著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」ことを規定。

• この規定が設けられた主旨は、建設業就業者の長時間労働を是正することにあり、そのためには、適正な工期設定を

行う必要があることから、通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間を工期とする建設工事の請負契約を禁

止するもの。

著しく短い工期の禁止 （建設業法第１９条の５） ①
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⚫ 第196回国会（常会）で成立した「働き方改革関連法」による改正労働基準法に基づき、令和６年４月１日から、建設業者に関しても、

災害時の復旧・復興事業を除き、時間外労働時間の罰則付き上限規制の一般則が適用される。このことを踏まえ、当該上限規制を上回る

違法な時間外労働時間を前提として設定される工期は、例え、発注者と受注者との間で合意されている場合であっても、「著しく短い工

期」と判断される。

時間外労働時間の罰則付き上限規制の適用（令和６年４月１日～）

① 契約締結された工期が、「工期基

準」で示された内容を踏まえていな

いために短くなり、それによって、

受注者が違法な長時間労働などの不

適正な状態で当該建設工事を施工す

ることになっていないか。

② 契約締結された工期が、過去の同種

類似工事の工期と比較して短くなる

ことによって、受注者が違法な長時

間労働などの不適正な状態で当該建

設工事を施工することになっていな

いか。

③ 契約締結された工期が、受注者が見

積書で示した工期と比較して短い場

合、それによって、受注者が違法な

長時間労働などの不適正な状態で当

該建設工事を施工することになって

いないか。

著しく短い工期の判断の視点

⚫ 見積依頼の際に発注者が受注者に示した条件

⚫ 締結された請負契約の内容

⚫ 受注者が「著しく短い工期」と認識する考え方

⚫ 過去の同種類似工事の実績

⚫ 受注者が発注者に提出した見積りの内容

⚫ 当該工期を前提として請負契約を締結した事情

⚫ 当該工期に関する発注者の考え方

⚫ 賃金台帳 等

著しく短い工期の判断材料

⚫ 「著しく短い工期」の禁止は、当初の契約締結後、当初の契約どおり工事が進行しなかったり、工事内容に変更が生じた際、工期を変

更するために変更契約を締結する場合についても適用される。

⚫ 工期の変更時には紛争が生じやすいため、紛争の未然防止を図る観点から、当初の契約の際、公共工事標準請負契約約款第２１条、民

間工事標準請負契約約款（甲）第２９条、または民間工事標準請負契約約款（乙）第１９条（それぞれ「著しく短い工期の禁止」の規

定）を明記しておくことが必要である。

工期の変更が必要となる場合にも適用

著しく短い工期の禁止 （建設業法第１９条の５） ②
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著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置

違反の疑いを
通報

許可行政庁

（ア）勧告

（イ）勧告・指示

著
し
く
短
い
工
期
に
よ
る
契
約

著しく短い
工期による契約

一次下請業者
（建設業者）

駆け込み
ホットライン 等

元請業者
（建設業者）

発 注 者

〇建設業法（抄）

第十九条の六 （略）

２ 建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。）を締結した発注

者が前条の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をし

た国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その

旨を公表することができる。

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、

当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

（ア）国土交通大臣等は、著しく短い工期で契約を締結した

発注者に対して、勧告を行うことができ、従わない場合

は、その旨を公表することができる。

※必要があるときは、発注者に対し、報告又は資料の提出を求め

ることが可能

（イ）建設工事の注文者が建設業者である場合、国土交通

大臣等は建設業法第４１条を根拠とする勧告や、同法

第２８条を根拠とする指示処分を行う。

※法第３１条を根拠とする立入検査や報告徴取も可能
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３．適正な請負代金の設定
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建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し
なければなりません。（建設業法 第18条参照）

下請契約締結に至るまでのフロー図

内訳が明らかな見積書

対 等 の 立 場 で

着工前に書面契約

書面で依頼

見 積 期 間

見積依頼業者の選定

現場説明・図面渡

打 合 せ

見積書 提出

合 意 形 成

書 面 契 約

見 積 依 頼

適正な手順による下請契約締結



○ 標準見積書による労務費及び法定福利費の確保について、元請・下請・民間発注者に対して取組を要請（R3/12/01に要請）。
また、地方公共団体に対し、請負代金内訳書に明示される法定福利費の内訳額の確認等を要請し（R3/12/01に要請）、実効性を
図る。

○ その際、ＣＣＵＳの能力評価を見据え、技能者の地位や技能に応じた労務費の見積りとその尊重についても推進。

下請への要請

■労務費や法定福利費が内訳明示された見積書の提出等
■ＣＣＵＳの普及を見据え、地位や技能の反映を推奨

○法定福利費は労務費総額を算出し、保険料率を乗じる方法を基本
とする

○できる限り、想定人工の積上げによる労務費の積算と労務費総額
の明示に努める

○その際、技能者の地位や技能を反映して労務費の見積りを行うこと
が望ましい

元請への要請

■労務費及び法定福利費の見積りの尊重

○法定福利費は必要な労務費とあわせて適正な額を確保

○下請に対して法定福利費が明示された見積書の提出を求め、当該
見積りを尊重する。労務費総額についても同様

○想定人工の積上げによる積算、技能者の地位や技能に応じた見
積がされている場合は特に尊重する

○元請が自社独自の様式を用いる場合も専門工事業団体の標準見
積書との整合に留意

公共発注者の確認による履行強化
（地方公共団体に対して要請）

◎請負代金内訳書の法定福利費の内訳明示の徹底

◎公共発注者による法定福利費の内訳額の確認
○予定価格の積算から合理的に推計される率を参考に

少なくとも１／２以上であることを目安に確認

◎内訳額と想定額が乖離するときは、受注者に対して
算出根拠の確認を指示

◎受注者による算出根拠の確認を経てもなお乖離が
ある場合には、必要に応じて建設業許可部局が発注
部局と連携して受注者による算出根拠を確認

民間発注者への要請

◎法定福利費及びその適正な支払いの前提となる労
務費等の必要経費を見込んだ発注

◎労務費及び法定福利費が着実に確保されるよう見
積・入札・契約等の際に配慮すること

〇〇工 歩掛 単価 労務費

職長
（CCUSレベル３・４相当）

○人工 〇〇,〇〇〇円/人 ○〇〇,〇〇〇円

一般作業員等
（CCUSレベル１・２相当）

○人工 〇〇,〇〇〇円/人 ○〇〇,〇〇〇円

総額 Ｂ円

（100㎡あたり）
【技能者の地位や技能を反映した労務費の見積りの例】

24

標準見積書の活用による労務費・法定福利費の確保



40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

R
3
年

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月

１
１

月

１
２

月

R
4
年

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月

１
１

月

１
２

月

R
5
年

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

（円／単位）

Ｈ形鋼 異形棒鋼 厚板

生コンクリート セメント 型枠用合板

ストレートアスファルト 再生アスファルト合材 軽油（ローリー）

主要建設資材の価格推移

○2021年（令和３年）後半から原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇等により、各建設資材価格が高騰。
○足元では、全国的にセメント・生コンクリートの騰勢が続いており、今後の状況を引き続き注視。

2023.6(7月号反映)

型枠用合板 （円／50枚）
2023年6月 ¥95,000   (-5.5%）

(2022年6月 ¥100,500)

生コンクリート （円／10㎥）
2023年6月 ¥178,500 (+19.4%)
(2022年6月 ¥149,500)

軽油 （円／kl）
2023年6月 ¥117,250 (+1.1%)

(2022年6月 ¥116,000)

異形棒鋼 （円／ｔ）
2023年6月 ¥117,500    (-2.5%)

(2022年6月 ¥120,500)

ストレートアスファルト (円／t)
2023年6月 ¥98,500     (-16.9%)
(2022年6月 ¥118,500)

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 (円／10t)
2023年6月 ¥98,500     (+7.7%)
(2022年6月 ¥91,500)

セメント (円／10t)
2023年6月 ¥159,000 (+33.6%)
(2022年6月 ¥119,000)

厚板 （円／t）
2023年6月 ¥144,000 (+2.9%)
(2022年6月 ¥140,000)

Ｈ 形鋼 （円／ｔ）
2023年6月 ¥123,000 (+2.9%)
(2022年6月 ¥119,500)

価格推移（東京）

出典 ：「建設物価」 （一般財団法人 建設物価調査会）
「積算資料」 （一般財団法人 経済調査会）

※市場の最新単価を把握するため、一般に公共工事の予定価格の積算で使用される「建設物価」と「積算資料」の平均価格を表示 25



適切な価格転嫁、取引の適正化に向けて、官民協働で取組を推進

◼ 業界団体では、ダンピング受注の排除や適正な請負代金での下請契約締結の周知などに取組んで頂きました。

◼ 国土交通省としては、特に民間工事における取引適正化が重要と考えており、各団体の皆様には、適正な請負代金の設定や

支払条件の改善、適正な工期の確保にご協力をお願い致します。

適切な価格転嫁に向けて

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議における国土交通大臣発言（概要）

（令和３年１２月２７日 岸田総理、斉藤国交大臣等 → 経団連会長など経済団体５団体トップ、日建連会長など事業者団体２２団体トップ）

◆ 取引価格を反映した適正な請負代金の設定や、納期の実態を踏まえた適正な工期の確保に加え、本年実施したモニタリング
調査の結果も踏まえ、スライド条項の適切な設定・運用や必要な契約変更の実施について要請

◆ 各関係者における取組の推進に向け、通知先に応じてそれぞれ以下を周知

◆ 価格転嫁に関する相談等を「建設業フォローアップ相談ダイヤル」にて受け付けている旨周知

• 下請企業等との取引において円滑な価格転嫁を進めるため、発注者との契約においても適切な対応を図ること
• 資材業者等に対しても同様の配慮を行うこと

• 建設工事の受注者は、発注者が事業を推進する上での重要なパートナーであり、
また、受発注者間の価格の転嫁が元下間・資材業者等への転嫁に当たっても重要となることから、適切な対応を図るべきこと

• 資材単価の改定を月ごとなど適時に行うこと、状況等を踏まえて単価設定のための調査の時期の前倒し・頻度の増加等の対応をとる
こと、可能な限り最新の時点の単価を用いて積算すること等により、原材料費の最新の取引価格を請負代金へ適切に反映すること

公共
発注者

民間
発注者

建設業者
団体

「労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について」
（令和４年４月２６日 国不建第５２号～第５５号 国土交通省 不動産・建設経済局長 → 建設業者団体、公共発注者、民間発注者）

公共・民間それぞれの標準約款に記載されている
請負代金や工期の変更に関する規定（スライド条項
等）を適切に設定すること

受注者や下請企業から協議の申出があった場合は、
適切に応じること等により、状況に応じた必要な
契約変更を実施するなど、適切な対応を図ること

＜契約締結時＞ ＜契約締結後＞

それらの規定を

適切に運用すること
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○ 原材料費等の高騰の状況を踏まえ、公正取引委員会において、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関して、コストの上昇分の転嫁拒否が
疑われる事案が発生していると見込まれる業種について緊急調査を実施。

○ 令和４年12月、公取委は、 同年２月に更新した独占禁止法Ｑ＆Ａを再掲しつつ、「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査の
結果について」を公表。

≪総合工事業について≫ サプライチェーンにおいて、受注者からの価格転嫁の要請が滞っている可能性

独占禁止法Ｑ＆Ａに該当する行為

緊急調査の結果

これらを理由に発注者から積極的に協議の場を設けず、
価格が据え置かれているケースが多数発注者 受注者

「受注者からの価格引上げ申入れがない」

「期限を定めた取引価格の有効期間の範囲内である」

「要請があった受注者に対応しているため、
要請がない受注者への対応が間に合わない」

「取引を切られてしまうなど受注に与える影響を
考えると、実際に申し出ることは難しい」

「発注者の担当に値上げの可能性を相談したが、
『無理』と言われ、申入れ自体を断念した」

窯業・土石製品製造業、総合工事業、道路貨物運送業
（主な受注者）

総合工事業

（受注者／発注者）

総合工事業、地方公務、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業
（主な発注者）

事例：取引価格引上げの要請がなかった工事業者との取引において、コスト上昇分の取引価格への反映の必要性について、
価格交渉の場において協議することなく、取引価格を据え置いていた。 【総合工事業者A社、不動産取引業者K社】

以下のような行為は、「優越的地位の濫用」の要件の一つに該当するおそれ

① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、
価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

－ 発注者の方が立場が強く受注者からは言い出しにくいことが多いので、発注者が積極的に協議の場を設けることが適切

② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを
求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、
従来どおりに取引価格を据え置くこと

－ 受注者からの価格引上げ要請を受け入れない場合には、その理由を形に残る方法で伝えることが適切

独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査について
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下請代金の支払（建設業法第２４条の３、品確法第３条、第８条）

○建設業法
（下請代金の支払）

第二十四条の三 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対
して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、か
つ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

２ 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
３ （略）

＜現金として扱われるものの例＞
・現金
・銀行振り込み
・銀行振出小切手

【建設業法】→元請負人

【品確法】→公共工事の当事者

・下請代金の支払いについて、労務費相当分については、現金で支払
うよう適切な配慮をしなければならない。

○公共工事の品質確保の促進に関する法律
（基本理念）

第三条 （略）
２～７ （略）
８ 公共工事の品質は、これを確保する上で公共工事等の受注者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ重要な役割を果たすことに

鑑み、公共工事等における請負契約（下請契約を含む。）の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて適正な額の請負代金及び適正な工期又は調査等の履行期（以
下「工期等」という。）を定める公正な契約を締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに、公共工事等に従事する者
の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備について配慮がなされることにより、確保されなければならない。

９～１２ （略）
（受注者等の責務)

第八条 （略）
２ 公共工事等を実施する者は、下請契約を締結するときは、下請負人に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が

適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結しなければならない。
3 （略）

・請負代金のできる限り速やかな支払い、公共工事に従事する者の賃金へ
の配慮を基本理念として規定。

・公共工事を実施する者は、技術者・技能労働者等の賃金等、労働環境が
適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格を的確に反映した
適正な額の請負代金を定める下請契約を締結しなければならない。

76.3%

15.0%

8.6%

支払手段に関する回答結果

全額現金で支払っている

少なくとも労務費相当分は
現金で支払い、残りは手
形で支払っている

その他
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（参考）建設業法令遵守ガイドライン（下請代金の支払手段に関する部分）

１０－２．下請代金の支払手段（法第24条の３第２項）

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨に鑑み、下請代金の支払に係る考え方を改めて整理し
た、「下請代金の支払手段について」（令和３年３月31日20210322中庁第2号・公取企第25号。以下「手形通達」という。）
において、次のとおり下請取引の適正化に努めるよう要請されているため、元請負人はこの点についても留意しなけれ
ばならない。

＜参考＞〇「下請代金の支払手段について」（令和３年３月31日20210322中庁第2号・公取企第25号。）

１ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。

２ 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、こ

れを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の

現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払

期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の割引料等のコストを示すこと。※

３ 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。

４ 前記１から３までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね３年以内を目途として、可能

な限り速やかに実施すること。

※ 割引料等のコストについては、実際に下請事業者が近時に割引をした場合の割引料等の実績を聞くなどにより把握する方法が考えられる。

また、手形通達によって要請されている取組に加えて、振興基準において、約束手形をできる限り利用しないよう努め
ること及びサプライチェーン全体で約束手形の利用の廃止等に向けた取組を進めることとされていること、「新しい資本
主義のグランドデザイン及び実行計画フォローアップ（令和４年６月７日閣議決定）」において令和８年の約束手形の利
用の廃止に向けた取組を促進する旨閣議決定されていること、金融業界に対し、令和８年に手形交換所における約束
手形の取扱いを廃止することの可否について検討するよう要請されていること等を踏まえ、建設業界においても、発注
者も含めて関係者全体で、約束手形の利用の廃止等に向けて、前金払等の充実、振込払い及び電子記録債権への移
行、支払サイトの短縮等の取組を進めていくよう努めること、また、元請負人及び下請負人の関係のみならず、資材業
者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者、建設関連業者等との関係においても同様の取組を
進めることが重要であることについても留意しなければならない。
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４．建設業法令遵守
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令和５年度 中部地方整備局 建設業法令遵守推進本部の活動方針について

１．各種相談窓口における法令遵守違反の収集等

２．立入検査等の実施

活動趣旨

建設業法令遵守推進本部は、平成19年度創設以来、元請負人と下請負人の対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図るため、建
設業における法令遵守に関する各種取組を行っている。

具体的方針

駆け込みホットライン等は法令違反疑義情報等の情報収集窓口であり、法令違反の早期発見・早期是正を図る観点から、積極的
な活用を促すため、建設業許可通知書等を送付する際にリーフレットを送付するほか、講習会や意見交換会等の様々な機会を活
用し、各種相談窓口の周知に努める。

元請負人・下請負人の対等な関係の構築及び公正・透明な取引の実現を図るため、法令違反の未然防止、早期発見・早期是正、
請負契約の適正化等を図る観点から、年間を通じて、立入検査及びモニタリング調査を機動的かつ効率的に実施する。

今年度の重点事項

○ 技能労働者への適切な水準の賃金支払い
標準見積書の活用状況や見積りに基づく協議実施状況、代金支払状況等について、モニタリング調査を行う。

○ 低価格受注工事における下請取引状況の確認
公共工事における低価格受注工事について、入札にあたっての価格設定・積算単価の考え方、下請負人との協議の実施状況・
代金の支払い状況等についてモニタリング調査を行う。

○ 著しく短い工期の禁止
工期に関する基準（令和２年７月中央建設業審議会勧告）の考慮具合を確認、過去の同種類似工事実績との比較、工期の見積り内容
の精査、工期設定の結果としての時間外労働の状況等についてモニタリング調査を行う（受発注者間についても同様）。さら
に、労働基準監督署と連携して適正な工期の確保に特化したモニタリング調査を実施し、長時間労働の是正に向けた自主的な
改善を促していく。

○ 価格転嫁
請負契約における請負代金の変更に関する規定（物価等の変動に基づく契約変更条項等）の適切な設定・運用状況についてモ
ニタリング調査を行う。

○下請代金の支払手段
下請代金のうち労務費相当分の現金払い状況等についてモニタリング調査を行う。また、約束手形の利用廃止等に向けて必要
な取り組みを進めるよう周知をしていく。
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○ 建設業を支える担い手の確保・育成
建設キャリアアップシステムへの登録、退職金制度の設定有無を確認し、無い場合には対応を促す。

○ 規制逃れを目的とした一人親方対策
元請業者は、すべての下請業者に対し、一人親方との再下請負通知書・請負契約書の写しの提出等を徹底を促す。

○ 建設工事から発生する土の搬出先の明確化等
資源有効利用促進法の省令改正により、元請業者に義務化された再生資源利用（促進）計画書の発注者への説明等の制度の周知を

図るとともに、適切な対応を促す。

３．建設業の法令遵守に関する周知

大臣許可業者に加え、大臣許可業者以外の建設企業に対しても建設業法令遵守ガイドライン等を活用して、建設業の法令遵守に関する
取り組みを様々な機会を捉えて周知を図る。立入検査等に合わせて、対象企業に法令遵守の更なる周知を図る。

４．建設業取引適正化推進期間の実施等

10～12月を推進期間に位置付け、建設業の法令遵守に向けた普及・啓発を図る。

５．関係機関との連携
〇不良・不適格業者に対しては、中部地方整備局・各県の建設業許可部局間において、速やかな情報共有、合同による立入検査等の実

施、事後の営業状況の継続的な把握等について、連携・協力し対応するとともに、建設業許可部局以外の部署との連携推進を図る。
〇各県・関係省庁との間では、建設業法令遵守に関する立入検査等の実施や、講習会・研修会等の合同開催、各種相談窓口の周知など、

連携強化に努める。とりわけ、来年度から建設業に罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、長時間労働の是正に
向けた自主的な改善を促す観点から、各県労働局と連携を強化し積極的な対応を図っていく。

○民間発注者団体に対しては、来年度から建設業に罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、工期に関する基準を踏
まえ、受発注者間（下請業者含む）の対等な立場に基づく公平公正かつ最適な工期の設定が必要であることについて、様々な機会を捉
えて周知を図っていくこととする。

〇建設関係団体等との間では、積極的に情報・意見の交換を行うほか、建設業法令遵守に関する講習会・研修会等の合同開催や講師を派
遣する等の対応に努める。

６. その他

元請下請間におけるトラブルや苦情相談等に応じられる「建設業取引適正化センター」について、様々な機会を捉えて、一層周知する。

具体的方針
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14－１ 独占禁止法との関係について（建設業の下請取引に関する建設業法との関係）

14－２ 社会保険・労働保険等について（法定福利費の確保）

14－３ 労働災害防止対策について（実施者と経費の負担の明確化）

14－４ 建設工事で発生する建設副産物について（運搬及び処理に要する経費の適正な見積及び明示）

14－５ 下請中小企業振興法・振興基準との関係について（振興基準に示す事項の配慮徹底）【新設】

１．見積条件の提示等（建設業法第20条第4項、第20条の２）

２．書面による契約締結 （１）当初契約（建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第1項）

（２）追加工事等に伴う変更契約（建設業法第19条第2項、第19条の3）

３．工期 （１）著しく短い工期の禁止（建設業法第19条の5）

（２）工期変更に伴う変更契約（建設業法第19条第2項、第19条の3）

（３）工期変更に伴う増加費用（建設業法第19条第2項、第19条の3）

４．不当に低い請負代金（建設業法第19条の3）

５．原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保
（建設業法第19条第2項、第19条の3、第19条の5）

６．指値発注（建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第4項）

７．不当な使用資材等の購入強制（建設業法第19条の4）

８．やり直し工事（建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3）

９．赤伝処理（建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第4項）

10．下請代金の支払 （１）支払保留・支払遅延（建設業法第24条の3、第24条の6）

（２）支払手段（建設業法第24条の3第2項）

11．長期手形（建設業法第24条の6第3項）

12．不利益取扱いの禁止（建設業法第24条の5）

13．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存（建設業法第40条の3）

本ガイドラインは、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことにより、法律の
不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として策定

（１）建設業の下請取引における取引の流れに沿った形で、見積条件の提示、契約締結といった以下の13項目について、留意すべき建

設業法上の規定を解説するとともに、建設業法に抵触するおそれのある行為事例を提示

１．策定の趣旨

２．本ガイドラインの内容

（２）関連法令の解説として以下の内容を掲載

建設業法令遵守ガイドラインの概要（H19.6策定、最終改訂R5.6）
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○背景

公正取引委員会において、令和５年３月１日「令和５年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」の第３ 独占
禁止法及び下請法の考え方の周知徹底の項目において、法律上問題となり得る取引価格の据え置きに関する考え方が示さ
れたこと、また、同年４月５日の中小企業等の活力向上に関するワーキンググループにおいて、建設工事に関係する資材
業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者及び建設関連業者等との取引においても、下請中小企業
振興法（昭和４５年法律第１４５号。経済産業省、業所管省庁共管。）及び同法第３条第１項に基づく振興基準に示す対
価の決定の方法の改善、下請代金の支払方法の改善及び働き方改革の促進を阻害する取引慣行の改善等の配慮を徹底する
ことが重要とされたことから、建設業法令遵守ガイドラインを改訂するもの。

○改訂の概要

５．原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保（建設業法第１９
条第２項、第１９条の３、第１９条の５）

（３）原材料費等のコストの上昇分を取引価格に反映せず、従来（新設）どおりに取引価格を据え置くことは、独占
禁止法上の優越的地位の濫用の要件の１つに該当するおそれ。【新設】

１４－５．下請中小企業振興法・振興基準との関係について【新設】
下請中小企業振興法（昭和４５年法律第１４５号。経済産業省、業所管省庁共管。以下「下請振興法」という。）

は、全ての取引が対象となっている。また、下請振興法第３条第１項に基づく振興基準は、下請中小企業の振興を図
るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準で、親事業者と下請事業者の望ましい、あるべき取引の姿
を示し、また、主務大臣（事業を所管する大臣）が必要に応じて下請事業者及び親事業者に対して指導、助言を行う
際に用いられている。

建設工事においては、建設工事の請負契約の発注者・受注者間、元請・下請間だけでなく、建設工事に関係する資
材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者及び建設関連業者等との取引においても、特に振
興基準に示す対価の決定の方法の改善、下請代金の支払方法の改善、働き方改革の促進を阻害する取引慣行の改善、
業種別ガイドライン及び自主行動計画、パートナーシップ構築宣言について配慮を徹底し、下請中小企業を含むサプ
ライチェーン全体で付加価値向上を目指すことができるような、親事業者と下請事業者の相互理解と信頼によって支
えられる互恵的な取引関係を構築していく必要がある。

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（Ｒ５．６）について
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５．その他
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○ 「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験の客観
的な評価を通じた技能者の適切な処遇や現場管理につなげる仕組み

○ これにより、①若い世代がキャリアパスの見通しをもてる、②技能・経験に応じて処遇を改善する、③技能
者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指す

○ システムは、日建連、全建、建専連、全建総連など、業界団体と国が連携して官民一体で普及を推進

建設キャリアアップシステムの概要

技能者にカードを交付

現場の登録と技能者のカードタッチ

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入等

技能者情報等の事前登録

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等

※システム運営：（一財）建設業振興基金＜建設キャリアアップシステムの概要＞

技能者が現場入場の際にカードタッチで履歴を蓄積

ピッ！

◎ 現場を支える技能者が、技能・経験に応じて適切に処遇され、働き続けられる環境づくり （働き方改革）
◎ データ連携等を通じた効率的な現場管理 （生産性向上）

→ 建設業が「地域の守り手」として将来にわたり持続的な役割を担っていくために必要

技能レベルのステップアップ

【現場情報】
・現場名、工事の内容
・下請の施工体制
・下請の技能者の配置状況 等

現場管理での活用

元請が工事を登録し、現場にカードリーダーを設置

社会保険加入の確認や施工体制台帳とのデータ連携 など
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社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン（概要）



令和５年10月１日から インボイス制度が始まります！
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令和５年10月１日から インボイス制度が始まります！
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建設業法令遵守ガイドラインの概要【インボイス関連抜粋】



建設工事から発生する土の搬出先の明確化等

建設発生土

廃棄物 ・・・廃掃法に基づき適正に処理

廃棄物を分別した土

資源有効利用促進法※

に基づき再生資源として利用

指定利用等の徹底

○ 全ての公共工事発注者に指定利用等の原則実施を要請 ⇒  処分費の積算への計上を徹底

○ 継続的に大規模な建設工事を発注している民間工事発注者には、指定利用等の実施や、
それが困難な場合でも元請業者により適正処理が行われることを確認するよう求める

【指定利用等の取組状況】

分
別

建設工事から発生する土

※資源有効利用促進法は、使用済物品や副産物（建設発生土も対象）の発生抑制及び再生資源等の利用促進に関して所要の措置を講じるもの。

廃棄物混じり土建設工事から
発生する土 他工事利用

残土処分場

建設発生土の計画制度の強化
【現行制度】資源有効利用促進法により元請業者に対し、搬出先(他の工事現場、残土処分場等)等

を記載した再生資源利用促進計画書の作成・保存を義務付け

○ 計画書の作成対象工事の拡大（土砂1,000㎥ →500㎥）、保存期間の延長（１年→５年） 、
発注者への報告と建設現場への掲示を義務化【省令改正：R4.9.2公布、R5.1.1施行】

※併せて事業所等への立入検査等の対象事業者を拡大し、チェック機能を強化
【政令改正：R4.8.30閣議決定、R4.9.2公布、R5.1.1施行】

○ 搬出先の盛土規制法の許可の事前確認及び搬出後の土砂受領書等の確認を義務化
【省令改正：盛土規制法の施行に合わせ施行(R5.5.26) 】

ストックヤード運営事業者の登録制度の創設により、ストックヤードからの搬出先を明確化
【告示：盛土規制法の施行に合わせ施行(R5.5.26) 】

他工事利用
請負会社 ：●●株式会社
工事所在地：●●市●●町●●
建設発生土：●●●● ㎥
搬出先 ：●●工事 ●●● ㎥

●●処分場 ●●● ㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄ ：・・・・・・・・・・
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ： ・・・・・・・・
木材 ：・・・・・・・・・・

計画書

【再生資源利用促進計画書】
（イメージ）

国 ：99％
都道府県：88％ 政令市：77％
市区町村(政令市除く)    ：69％

○ 厳格な盛土許可制 ○ 不法盛土の監視強化（許可地一覧の公表・現地掲示）

○ 盛土許可違反の建設業者への処分

新たな法制度等
（盛土規制法等）

・・・

※写真はイメージ

※H30建設副産物実態調査結果(土量ベース）
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ストックヤード運営事業者の登録制度（大臣登録）

元請 ・最終処分
・リサイクル

ストックヤード

不法投棄

資源有効利用促進法
（省令改正（第２弾））

盛土規制法
（法改正）

受領書

盛土規制法の施行にあわせ、資源有効利用促進法の省令改正（令和４年度第２弾）及びストックヤードに関する新たな登録制度を創設する。
【目的】・ストックヤードに搬入された場合でも、適正な処分等がされること

・優良なストックヤード等の育成により、発生土のリサイクルを促進すること

ストックヤード運営事業者の登録制度
（告示）

・適正な搬出先であることの確認
・受領書による確認
・最終搬出先までの確認義務※

・最終処分
・リサイクル

・指定利用等
・受領書

発注者 ・指定利用等
・処理費用の適正な負担

入契法適正化指針改正（閣議決定）
標準約款改正（中建審決定・勧告）

・ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ事業者による指定利用等
・受領書による確認
・年間の搬出入先の報告

・危険な盛土行為を規制

ストックヤード

年間の搬出入先の報告

・最終処分
・リサイクル

［処分場等へ直接搬出］

盛
土
規
制
法
許
可
等
の
確
認

［登録ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ事業者へ搬出］

［非登録ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ事業者へ搬出］

最終搬出先まで確認義務※

受領書

※R6.6.1に施行

・省令第２弾、ストックヤード運営事業者登録制度ともに、
盛土規制法の施行に合わせR5.5.26施行

・ただし、最終搬出先までの確認義務は、R6.6.1施行

資源有効利用促進法 省令改正（第二弾）等について
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ストックヤード運営事業者登録制度の概要

●資源有効利用促進法省令改正（第２弾）と連携し、ストックヤード運営事業者を国に登録する制度を創設

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ運営事業者の登録制度について

②登録の拒否要件
・破産者、禁固刑を終え５年以内の者、不正又は不誠実な行為をするおそれのある者、暴力団等の関与がある者 など
・登録取消し後５年以内の者や盛土規制法などの法令による是正命令等を受けている者 など

④登録した事業者に対する国の対応等
国は、ストックヤード運営事業の適正な運営を確保するため登録業者に対して以下の対応を実施

①業務に関する報告又は資料提出の請求
②業務に関する不正・不誠実行為等に対する勧告等
③不正登録や虚偽報告、上記勧告等の無視、盛土規制法などの法令による勧告や改善命令を受けた場合等における登録取消し

⑤発生土のリサイクルの促進
・国はストックヤード運営事業者のリストを公表。その際、搬入・搬出する土の種類、連絡先等を掲載

③登録した業者の業務
・ストックヤードから土砂を搬出する場合、事前に搬出先が盛土規制法の許可地であるか等を確認した書面を作成、また、搬出後に
搬出先に受領書の交付を求め搬出先を確認

・上記の搬出先から更に他の搬出先へ搬出された場合（搬出先が以下の①②③の場合を除く）には、最終搬出先までの搬出先を確
認した書面を作成

①国又は地方公共団体が管理する場所
②他工事利用の場合であって当該建設工事の現場等
③登録ストックヤード

・ストックヤードの土砂の搬出入管理及び記録の保存を行い､事業年度ごとに管理状況年報を国に報告 など
・ストックヤードに土砂が搬入された場合、搬入元に受領書を交付

①ストックヤード運営事業者の登録制度創設の目的
ストックヤードに搬入された建設発生土の適正処理に資するため、適正処理の観点で一定の要件を満たすストックヤード運営事業者を国に

登録する制度を創設。これにより、優良なストックヤード運営事業者を育成し、建設発生土の適正処理及びリサイクルを促進する。

※
※ 本項目は令和６年６月１日から施行

※登録の事務は、各地方整備局建政部建設産業課等が担当 43



R5.5.26

・盛土規制法施行（自治体による規制区域の指定開始）
・資源有効利用促進法省令改正施行（第２弾）
・ストックヤード運営事業者登録制度開始

（登録手続きを考慮した猶予期間）

R5.1.1 資源有効利用促進法政省令改正施行（第１弾）

R6.6.1 資源有効利用促進法省改正施行（第２弾）
【登録ストックヤード以外の最終搬出先の確認】

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

資源有効利用促進法省令改正（第2弾）
R5.3.3  ストックヤード運営事業者登録制度（告示）

○資源有効利用促進法による建設発生土の搬出計画制度の強化について、盛土規制法の施行にあわせ施行
○ただし、ストックヤードを経由した場合の最終搬出先確認には、登録猶予期間（約１年）を設ける

②省令第２弾、盛土規制法施行
ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ運営事業者登録制度開始（R5.5.26）

①政省令第１弾施行（R5.1.1）

③省令第２弾 施行 （R6.6.1）
※非登録ストックヤードの場合、請負業者に最終搬出先

までの確認義務を課す

資源有効利用促進法の改正省令等の施行スケジュール
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建設工事を適切に施工すべき責任

45

○ 建設業者は、建設工事の施工に関し一般人の注意義務以上に高度の注意義務を、その業務の遂行に当たって求められることは
当然のことです。

○ 建設工事を適切に施工すべき責任は、建設工事が下請負によってなされる場合においては、元請負人と下請負人の双方が負う
ものであり、単に行為者の責任のみならず、その監督責任も当然に追求されなければなりません。

○ なお、特定建設業者が元請となった場合には、下請業者が建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法などの諸法令
に違反しないよう指導に努めなければならないとされています（建設業法第２４条の７）。

※事故発生件数は中部地整発注の工事及
び測量・調査・コンサル業務、役務契約に
おける事故

※事故発生件数は「労働災害」と「公衆災
害」の合計

中部地方整備局における直轄工事事故発生状況（R5.7末時点）



建設業に関する各種相談窓口

46



建設業フォローアップ相談ダイヤルについて
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